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※ 頁、行は現行計画（令和３年３月修正）についてのもの  

 

No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

1 第２章 
土砂災害予防
計画 

8 4 ３ 県・国の役割 
(6) 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情
報）の発表（土木部、新潟地方気象台） 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によ
って土砂災害発生の危険度が高まったとき、
市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断
を支援するため、対象となる市町村（聖籠町
を除く）に新潟県と新潟地方気象台から共同
で発表する。 
（略） 
(9) 市町村の防災体制整備への支援（農林水
産部、農地部、土木部） 

県は、市町村に対し、避難勧告等の発令基
準の策定を支援するなど、市町村の防災体制
確保に向けた支援を行う。また、市町村から
求めがあった場合には、避難指示（緊急）又
は避難勧告の対象地域、判断時期等について
助言を行う。 

３ 県・国の役割 
(6) 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情
報）の発表（土木部、新潟地方気象台） 
大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によっ
て土砂災害発生の危険度が高まったとき、市
町村長の避難指示や住民の自主避難の判断を
支援するため、対象となる市町村（聖籠町を
除く）に新潟県と新潟地方気象台から共同で
発表する。 
（略） 
(9) 市町村の防災体制整備への支援（農林水
産部、農地部、土木部） 
県は、市町村に対し、避難指示等の発令基準
の策定を支援するなど、市町村の防災体制確
保に向けた支援を行う。また、市町村から求
めがあった場合には、避難指示の対象地域、
判断時期等について助言を行う。 
 

災害対策基本

法の一部改正 

  

2 第２章 
土砂災害予防
計画 

10 15 ４ 市町村の役割 
(4) 避難勧告等の発令基準の設定 

土砂災害警戒情報が発表された場合に直ち
に避難勧告等を発令することを基本とした具
体的な避難勧告等の発令基準を設定する。 

また、面積の広さ、地形、地域の実情等に
応じて市町村をいくつかの地域に分割した上
で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用
い、危険度の高まっている領域が含まれる地
域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込ん
で避難勧告等を発令できるよう、発令範囲を
あらかじめ具体的に設定するとともに、必要
に応じ見直すよう努める。 
(5) 情報伝達体制の整備 
ウ 土砂災害警戒情報とその補足情報、土砂災

害緊急情報及び土砂災害の前兆現象等の情

４ 市町村の役割 
(4) 避難指示等の発令基準の設定 
土砂災害警戒情報が発表された場合に直ち

に避難指示等を発令することを基本とした具
体的な避難指示等の発令基準を設定する。 
また、面積の広さ、地形、地域の実情等に

応じて市町村をいくつかの地域に分割した上
で、土砂災害に関するメッシュ情報等を用
い、危険度の高まっている領域が含まれる地
域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込ん
で避難指示等を発令できるよう、発令範囲を
あらかじめ具体的に設定するとともに、必要
に応じ見直すよう努める。 
(5) 情報伝達体制の整備 
ウ 土砂災害警戒情報とその補足情報、土砂災
害緊急情報及び土砂災害の前兆現象等の情

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

報を収集し、土砂災害に関する避難勧告等
の判断にあたり活用するよう努める。 

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進 

イ 避難勧告等の発令区域・タイミング、指定
緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘
導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。
その際、水害と土砂災害の同時発生等、複
合的な災害が発生することを考慮するよう
努める。 

（略） 
(9) 市町村地域防災計画で定める事項 
・ 土砂災害危険箇所等に関する事項 
・ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区

域に関する事項 
・ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達方法

に関する事項 
・ 避難勧告等の発令基準、対象区域に関する

事項 
・ 避難場所の開設、運営に関する事項 
・ 要配慮者への支援に関する事項（要配慮者

利用施設への情報伝達方法含む） 
・ 防災意識の向上（防災訓練等）に関する事

項 

報を収集し、土砂災害に関する避難指示等
の判断にあたり活用するよう努める。 

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防
止対策の推進 

イ 避難指示等の発令区域・タイミング、指定
緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘
導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。
その際、水害と土砂災害の同時発生等、複
合的な災害が発生することを考慮するよう
努める。 

（略） 
(9) 市町村地域防災計画で定める事項 
・ 土砂災害危険箇所等に関する事項 
・ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区
域に関する事項 

・ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達方法
に関する事項 

・ 避難指示等の発令基準、対象区域に関する
事項 

・ 避難場所の開設、運営に関する事項 
・ 要配慮者への支援に関する事項（要配慮者
利用施設への情報伝達方法含む） 

・ 防災意識の向上（防災訓練等）に関する事
項 

3 第３章第１節 
土砂災害緊急
情報・土砂災
害警戒情報伝
達計画 

14 14 １ 計画の方針 
(1) 基本方針 

イ 市町村の責務 
市町村は、国、県からの土砂災害緊急情報

及び県と新潟地方気象台からの土砂災害警戒
情報等に基づき、住民への避難勧告等を迅速
かつ的確に発令するとともに、災害が発生し
た場合、災害発生情報を可能な範囲で発令す
る。（略） 
ウ 国及び県の責務 
（略） 
(ｱ) 土砂災害緊急情報 

１ 計画の方針 
(1) 基本方針 
イ 市町村の責務 
市町村は、国、県からの土砂災害緊急情報

及び県と新潟地方気象台からの土砂災害警戒
情報等に基づき、住民への避難指示等を迅速
かつ的確に発令するとともに、災害が発生し
た場合、緊急安全確保を可能な範囲で発令す
る。（略） 
ウ 国及び県の責務 
（略） 
(ｱ) 土砂災害緊急情報 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

重大な土砂災害が想定される土地の区域及
び時期を明らかにするために必要な調査（以
下「緊急調査」という。）を実施した場合、
得られた結果を、避難のための立ち退きの勧
告又は指示の判断に資するため土砂災害緊急
情報を市町村に通知する。 
(ｲ) 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によ
る土砂災害発生の危険度が更に高まったと
き、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の
判断を支援するため、対象となる市町村（聖
籠町を除く）を特定して警戒を呼びかける情
報で、新潟県と新潟地方気象台から共同で発
表し、市町村長等に通知及び一般へ周知す
る。 

重大な土砂災害が想定される土地の区域及
び時期を明らかにするために必要な調査
（以下「緊急調査」という。）を実施した
場合、得られた結果を、避難指示の判断に
資するため土砂災害緊急情報を市町村に通
知する。 

(ｲ) 土砂災害警戒情報 
大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨によ
る土砂災害発生の危険度が更に高まったと
き、市町村長の避難指示や住民の自主避難
の判断を支援するため、対象となる市町村
（聖籠町を除く）を特定して警戒を呼びか
ける情報で、新潟県と新潟地方気象台から
共同で発表し、市町村長等に通知及び一般
へ周知する。 

4 第３章第１節 
土砂災害緊急
情報・土砂災
害警戒情報伝
達計画 

15 ▲3 ３ 業務の体系 
(1) 土砂災害緊急情報の伝達フロー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

３ 業務の体系 
(1) 土砂災害緊急情報の伝達フロー図 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

5 第３章第２節 
土砂災害・斜
面災害応急対
策 

17 17 １ 計画の方針 
(1) 基本方針 

イ 市町村の責務 
住民等から土砂災害等の通報を受けた時及

びパトロール等により土砂災害等を確認した
時は、県及び関係機関へ連絡する。また、住
民に被害が及ぶおそれがある場合は、住民に
対する避難のための勧告、指示及び避難誘導
等を実施する。 

１ 計画の方針 
(1) 基本方針 
イ 市町村の責務 
住民等から土砂災害等の通報を受けた時及

びパトロール等により土砂災害等を確認した
時は、県及び関係機関へ連絡する。また、住
民に被害が及ぶおそれがある場合は、住民に
対する避難指示及び避難誘導等を実施する。 

災害対策基本

法の一部改正 

 

6 第３章第２節 
土砂災害・斜
面災害応急対
策 

18 21 ２ 情報の流れ 
(2) 被災地へ 

  

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 県民、警

察 

防災情報 

調査結果 

応急対策工事の実施状況 

避難勧告・避難指示（緊

急）等 

２ 情報の流れ 
(2) 被災地へ 

  

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

（略） （略） （略） 

市町村 県民、警

察 

防災情報 

調査結果 

応急対策工事の実施状況 

避難指示等 

災害対策基本

法の一部改正 

 

7 第３章第２節 
土砂災害・斜
面災害応急対
策 

18 ▲2 ３ 業務の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 業務の体系 
 
 

災害対策基本

法の一部改正 

 

8 第３章第２節 
土砂災害・斜
面災害応急対
策 

18 1 ４ 業務の内容 
(3) 避難勧告・避難指示（緊急）等の実施 

実施主体 対 策 

（略） （略） 

４ 業務の内容 
(3)避難指示等の実施 

実施主体 対 策 

（略） （略） 

災害対策基本

法の一部改正 
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No 章・節 頁 行 旧 新 修正理由 備考 

市町村 ・土砂災害緊急情報、被災概要調査

の結果及び土砂災害に関する防災情

報により、危険と認められる場合

は、関係住民へ調査概要の報告等の

関係する情報を提供するとともに避

難のための勧告、指示及び避難誘導

等を実施する。特に、台風による大

雨発生など事前に予測が可能な場合

においては、大雨発生が予測されて

から災害のおそれがなくなるまで、

住民に対して分かりやすく適切に状

況を伝達することに努める。 

・避難勧告・避難指示（緊急）等を

夜間に発令する可能性がある場合に

は、避難行動がとりやすい時間帯に

おける準備情報の提供に努める。 

・災害の状況に応じて避難勧告等を

発令した上で、避難時の周囲の状況

等により、近接のより安全な建物へ

の「緊急的な待避」や「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を住民

がとれるように努める。 

（略） 

  

市町村 ・土砂災害緊急情報、被災概要調査

の結果及び土砂災害に関する防災情

報により、危険と認められる場合

は、関係住民へ調査概要の報告等の

関係する情報を提供するとともに避

難指示及び避難誘導等を実施する。

特に、台風による大雨発生など事前

に予測が可能な場合においては、大

雨発生が予測されてから災害のおそ

れがなくなるまで、住民に対して分

かりやすく適切に状況を伝達するこ

とに努める。 

・避難指示等を夜間に発令する可能

性がある場合には、避難行動がとり

やすい時間帯における準備情報の提

供に努める。 

・災害の状況に応じて避難指示等を

発令した上で、避難時の周囲の状況

等により、近接のより安全な建物へ

の「緊急的な待避」や「屋内安全確

保」といった適切な避難行動を住民

がとれるように努める。 

（略） 
 

9 第３章第２節 
土砂災害・斜
面災害応急対
策 

20 ▲5 ５ 市町村地域防災計画で定める事項 
・ 土砂災害危険箇所等に関する事項 
・ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域に関する事項 
・ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達方

法に関する事項 
・ 避難勧告等の発令基準、対象区域に関す
る事項 

（略） 

５ 市町村地域防災計画で定める事項 
・ 土砂災害危険箇所等に関する事項 
・ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒
区域に関する事項 

・ 土砂災害に関する情報の収集及び伝達方
法に関する事項 

・ 避難指示等の発令基準、対象区域に関す
る事項 
（略） 

災害対策基本

法の一部改正 

 

 


